
 

再犯防止推進計画（抄） 

（平成２９年１２月１５日 閣議決定） 
 
 

Ⅱ 今後取り組んでいく施策 
第４ 学校等と連携した修学支援の実施等のための取組（推進法第 11 条、第 13 

条関係） 
 

１．学校等と連携した修学支援の実施等 
(1) 現状認識と課題等 

我が国の高等学校進学率は、98.5 パーセントであり、ほとんどの者が

高等学校に進学する状況にあるが、その一方で、少年院入院者の 28.9 パ

ーセント、入所受刑者の 37.4 パーセントが、中学校卒業後に高等学校に

進学していない。また、非行等に至る過程で、又は非行等を原因として、

高等学校を中退する者も多く、少年院入院者の 36.8 パーセント、入所受

刑者の 24.6 パーセントが高等学校を中退している状況にある。 
政府においては、高等学校の中退防止のための取組や、中学校卒業後に

高等学校等へ進学しない者及び高等学校等を中退する者に対する就労等

支援を実施するとともに、矯正施設内における高等学校卒業程度認定試

験の実施、少年院における教科指導の充実、少年院出院後の修学に向けた

相談支援・情報提供、少年院在院中の高等学校等の受験に係る調整、ＢＢ

Ｓ会（Big Brothers and Sisters の略であり、非行少年の自立を支援す

るとともに、非行防止活動を行う青年ボランティア団体）等の民間ボラン

ティアの協力による学習援等を実施してきた。 
しかしながら、学校や地域における非行の未然防止に向けた取組が十分

でないこと、犯罪をした者等の継続した学びや進学・復学のための支援等

が十分でないことなどの課題がある。 
 

(2) 具体的施策 
① 児童生徒の非行の未然防止等 

ア 学校における適切な指導等の実施 
文部科学省は、警察庁及び法務省の協力を得て、弁護士会等の民間団体

にも協力を求めるなどし、いじめ防止対策推進法（平成 25 年法律第 71
号）等の趣旨を踏まえたいじめ防止のための教育や、人権啓発のための教

【別添２－２】 



育と併せ、再非行の防止の観点も含め、学校における非行防止のための教

育、薬物乱用未然防止のための教育及び薬物再乱用防止のための相談・指

導体制の充実を図る。また、厚生労働省の協力を得て、学校生活を継続さ

せるための本人及び家族等に対する支援や、やむを得ず中退する場合の

就労等の支援の充実を図る。【警察庁、法務省、文部科学省、厚生労働省】 
 

イ 地域における非行の未然防止等のための支援 
内閣府、警察庁、法務省、文部科学省及び厚生労働省は、非行等を理由

とする児童生徒の修学の中断を防ぐため、貧困や虐待等の被害体験など

が非行等の一因になることも踏まえ、地域社会における子供の居場所作

りや子供、保護者及び学校関係者等に対する相談支援の充実、民間ボラン

ティア等による犯罪予防活動の促進、高等学校卒業程度資格の取得を目

指す者への学習相談・学習支援など、児童生徒の非行の未然防止や深刻化

の防止に向けた取組を推進する。 
また、同取組を効果的に実施するために、子ども・若者育成支援推進法

に基づき、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子供・若者の支援を

行うことを目的として、地方公共団体に「子ども・若者支援地域協議会」

の設置及び「子ども・若者総合相談センター」としての機能を担う体制の

確保について努力義務が課されていることなどについて、非行の未然防

止等の観点も踏まえ、関係機関等に周知し、連携の強化を図る。【内閣府、

警察庁、法務省、文部科学省、厚生労働省】 
 

ウ 警察における非行少年に対する支援 
警察庁は、非行少年を生まない社会づくり活動の一環として、少年サポ

ートセンター等が少年警察ボランティア等（少年指導委員、少年補導員、

少年警察協助員及び大学生ボランティア）の民間ボランティアや関係機関

と連携して行う、修学に課題を抱えた少年に対する立ち直り支援について、

都道府県警察に対する指導や好事例の紹介等を通じ、その充実を図る。【警

察庁】 
 

② 非行等による学校教育の中断の防止等 
ア 学校等と保護観察所が連携した支援等 

法務省及び文部科学省は、保護司による非行防止教室の実施等保護司

と学校等が連携して行う犯罪予防活動を促進し、保護司と学校等の日常

的な連携・協力体制の構築を図るとともに、保護観察所、保護司、学校関

係者等に対し、連携事例を周知するなどして、学校に在籍している保護観



察対象者に対する生活支援等の充実を図る。【法務省、文部科学省】 
 

イ 矯正施設と学校との連携による円滑な学びの継続に向けた取組の充 
実 

法務省は、矯正施設において、民間の学力試験の活用や適切な教材の整

備を進めるなどして、対象者の能力に応じた教科指導が実施できるよう

にする。また、法務省及び文部科学省は、矯正施設や学校関係者に対し、

相互の連携事例を周知することに加え、矯正施設や学校関係者への職員

研修等の実施に当たっては、相互に職員を講師として派遣するなど、矯正

施設と学校関係者との相互理解・協力の促進を図る。さらに、法務省は、

通信制高校に在籍し、又は入学を希望する矯正施設在所者が、在所中も学

習を継続しやすくなるよう、文部科学省の協力を得て、在所中の面接指導

（高等学校通信教育規程（昭和 37 年文部省令 32 号）第２条に定める面

接指導をいう。）の実施手続等を関係者に周知するなど、通信制高校から

の中退を防止し、又は在所中の入学を促進するための取組の充実を図る。

【法務省、文部科学省】 
 

ウ 矯正施設における高等学校卒業程度認定試験の指導体制の充実 
法務省及び文部科学省は、矯正施設における高等学校卒業程度認定試験

を引き続き実施する。また、法務省は、同試験の受験コースを設け、外部

講師の招へい、教材の整備等を集中的に実施している施設の取組状況を

踏まえ、他施設についても指導体制の充実を図る。【法務省、文部科学省】 
 

③ 学校や地域社会において再び学ぶための支援 
ア 矯正施設からの進学・復学の支援 

法務省は、矯正施設において、個々の対象者の希望や事情を踏まえつつ、

就労や資格取得と関連付けた修学の意義を理解させるとともに、学校の

種類、就学援助や高等学校等就学支援金制度等の教育費負担軽減策に関

する情報の提供を行うなどして、修学に対する動機付けを図る。また、法

務省及び文部科学省は、矯正施設における復学手続等の円滑化や高等学

校等入学者選抜・編入学における配慮を促進するため、矯正施設・保護観

察所、学校関係者に対し、相互の連携事例を周知する。加えて、法務省及

び文部科学省は、矯正施設・保護観察所の職員と学校関係者との相互理解

を深めるため、矯正施設・保護観察所における研修や学校関係者への研修

等の実施に当たって相互に職員を講師として派遣するなどの取組を推進

する。【法務省、文部科学省】 



 
イ 高等学校中退者等に対する地域社会における支援 

法務省は、保護司、更生保護女性会、ＢＢＳ会、少年友の会等の民間ボ

ランティアや協力雇用主と連携して、学校に在籍していない非行少年等

が安心して修学することができる場所の確保を含めた修学支援を実施す

る。特に、矯正施設において修学支援等を受けた者については、施設内処

遇の内容を踏まえ、矯正施設、保護観察所及び民間ボランティアが協働し

て、本人の状況に応じた学びの継続に向けた効果的な支援を実施する。ま

た、法務省及び文部科学省は、矯正施設在所者・保護観察対象者のうち、

高等学校卒業程度資格の取得を目指す者に対し、地方公共団体における

学習相談・学習支援の取組の利用を促す。【法務省、文部科学省】 
 
 
 
 

 


